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令和5年8月25日(金)                  門外不出 第211号 

 
 

 

今年は、猛暑で大変に暑い日々が続きますが、組合員各位におかれましては益々ご健勝のこととお喜

び申し上げます。 お盆には台風 7号等大雨災害を受けられた地域の皆様に謹んでお見舞い申し上げま

す。平素は組合運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

明るいニュースは、第 105 回開催全国高校野球選手権大会決勝で慶応(神奈川)が 107 年ぶりに夏の

甲子園で優勝し、地元横浜が大変な盛り上がりを見せました。優勝おめでとうございます。新型コロナ

の感染の影響で第102回大会は、地方大会を含め中止となりましたが、甲子園球場も4年ぶりの通常開

催となり、熱のこもった応援も見られ、新型コロナ感染以前に戻った大会だとおもいます。 

タクシー業界では、政府が 5 月 8 日から新型コロナ感染症の位置付けを季節性インフルエンザと同

等の5類に見直しを行いましたが、新型コロナウイルス感染症による客離れや、燃料高騰により当分は

厳しい状況が予想されます。 

運賃改定につきましては、8月末・9月上旬に公示との情報があり、公示されましたら早急にご連絡

いたします。インボイス制度も本年10月から始まりますので、消費税の仕組みと組合の方針(簡易課税

制度・一般課税制度)を9月に書面にて詳しくお知らせ致します。 

新乗務者証・再交付にていてのお知らせ 

8月より乗務者証が新デザインとなり、新乗務者証に変更希望者の方は再交付となります。タクシーセ

ンターより「再交付希望者は一括で組合より申請を」と、お願いされておりますので、再交付希望者の

方は、組合総務に申し込みをお願い致します。再交付手数料は一括申請のみ 1,100 円で、新たな写真

（330円）も必要となりますので総務に申し込みの際はネクタイ着用、運転免許証持参でお願いいたし

ます。尚、通常の再交付は手数料 1,700円です。再交付申し込みは、9月 29日(金)が締め切りとなり

ます。運転免許証の更新が間近の方は通常申請で新乗務者証がもらえます。尚、古い乗務者証も更新ま

では使用できますので、今すぐに再交付しなくても大丈夫です。 

令和5年度高齢者交通事故多発地域の指定について 

 神奈川県内の交通事故発生件数は減少傾向にある中で、高齢者(65 歳以上)の関係する交通事故に関

しても減少傾向です。しかし、全ての交通事故に占める高齢者事故の割合が令和 5 年上半期で 33.7％

さらに、県内に於いて高齢者が関係する交通死亡事故が相次いで発生しており、高齢者に対する交通事

故防止対策が求められております。 

乗って安心個人タクシーと言われるように、組合員・役員が一致団結して取り組みましょう。 組合

員各位のご協力を心よりお願い申し上げます。  

 

神奈川個人タクシー協同組合 理事長 田邊和男 
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一般報告 

1. 組合員事業廃止について 

  (中) 石﨑  久     72歳        令和5年7月31日     一般廃業 

  (中) 畑中 敏尊    74歳        令和5年7月31日     一般廃業 

  (東) 磯貝 留夫    81歳        令和5年8月22日     一般廃業 

  (南) 佐渡 啓一    74歳        令和5年8月10日     譲渡廃業 

  (西) 瀬間 金次    74歳        令和5年8月17日     譲渡廃業 

長い間、神奈川個人タクシー協同組合をご支援いただき有難うございました。 

  さらに、譲渡にご協力頂き心よりお礼申し上げます。末永くお元気でお過ごしください。 

 

2. 譲渡譲受の認可発表について 

令和5年8月10日(木)認可が発表されました 

譲渡者 年齢 譲受者 年齢   住所・勤務(出身)会社 

 

(南)佐渡 啓一 

 

74 

さとう くにお 

佐藤 邦郎 

 

49 

磯子区洋光台5－6－20－305 

日本サントス㈱ 港南台営業所 

令和5年8月 17日(木)認可が発表されました 

譲渡者 年齢 譲受者 年齢   住所・勤務(出身)会社 

 

(西)瀬間 金次 

 

74 

もりやま すすむ 

森山  進 
35 

緑区北八朔町106石橋ハイツ第一205 

神奈川都市交通㈱ 青葉営業所 

    

3. 2023年12月1日付(11月30日期限満了)事業許可期限更新における講習会の開催について  

事業許可期限更新者の期限変更通知書交付及び講習会を行います。 

① 日 時  2024年1月30日(火) 13時(時間厳守) 受付開始12時30分より 

② 場 所  横浜市 神奈川公会堂 神奈川区富家町1-3  ※車両による来場は出来ません。 

③ 携帯品  運転免許証 印鑑(認印可)  

注、遅刻者は欠席とみなしますので、次回講習会に必ず出席されますようお願い致します。 

    

4. 神奈川運輸支局長表彰について 

  令和5年 旅客・貨物自動車運送事業運転者神奈川運輸支局長表彰の受賞者が決定いたしました。 

神奈川個人タクシー協同組合からは、(西) 高橋 史  組合員が受賞されました。 

表彰式の日程 

日  時  令和5年9月5日(火)  午後2時より 

場  所  一般社団法人 神奈川県トラック協会 7階大会議室 

      横浜市港北区新横浜2－11－1 

 

5. タクシー事業者(LPG)に対する燃料価格激変緩和対策事業(第9期)を実施について 

  ① 補助対象事業者   一般乗用旅客自動車運送事業者 

  ② 申請受付期間    令和5年8月8日(火)～9月28日(木) 16時 

  ③ 支援内容(対象期間) 令和5年6月1日～7月31日の間における、ＬＰガスの価格高騰相当分を  

支援。 ※ 令和5年8月以降の事業については、別途お知らせ致します。 

  ※ ＬＰガスをお使いの方は、組合総務で申請を致しました。 
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6. 令和5年度(10月以降)横浜市重度障害者福祉タクシー利用券について       

利用者に交付する令和5年度(10月以降)福祉タクシー利用券(薄紫)の見本が届きました。 

留意事項      

① 障害者手帳の確認 

福祉タクシー利用券を受け取る際には、必ず身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳・療育

手帳(愛の手帳)のいずれかを利用者から提示してもらい、本人及び手帳番号の確認を行ってく

ださい。ただし、確認の際、手帳を受け取る必要はありません。又、本人の了解なく手帳を開

いたり、手帳番号や氏名を別紙に控えたりする行為は、個人情報の保護の観点から行わないよ

うお願い致します。 

② 手帳番号記載欄 

利用者から受け取ったタクシー利用券に、必ず手帳番号が記入されているかその場で確認をお

願い致します。万一、記載漏れがあった場合は、原則お支払いする事ができませんので、必ず

手帳番号を記載するように案内をお願い致します。点字で番号の記載がある場合、乗務員の方

が手で点字の有無を確認の上、お受け取り下さい。点字の判読は必要ありません。 

※ 万一、上記の方法によっても手帳番号の記入が不可能である場合は、恐れ入りますが、本

人が乗車していることを手帳の写真にて確認の上、手帳番号記入欄に、「手帳確認済」とご記

入ください。 

③ 福祉タクシー利用券への記入事項 

買い取り等の不正防止の為にも、乗車年月日、タクシー名、車番についても必ず記入して下さ

い。又、1枚あたりの利用額が500円未満の場合は、500円と書かれている欄の右に、実際の

利用料金の記入をお願いします。その際、利用者につり銭は出さないようにご注意下さい。 

④ タクシー利用券の利用枚数の確認について 

タクシー利用券は1回の乗車につき7枚までしか使用できません。 

※令和5年9月30日までは「赤色」のタクシー利用券 

※令和5年10月1日からは「薄紫」のタクシー利用券です。タクシー利用券の有効期間を必

ず確認くださるようにお願いいたします。         横浜市健康福祉局障害福祉課 

 

7. 令和5年度 秋の全国交通安全運動 神奈川県実施要綱 

                期    間   

     1  令和5年9月21日(木) ～ 9月30日(土)の10日間 

     2  交通事故死ゼロを目指す日  9月30日(土) 

                目    的  

  すべての県民を交通事故から守るために、県民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの

尊守と交通マナーの向上に取り組むことを通じて交通事故防止の徹底を図ります。 

                ス ロ ー ガ ン  

           安全は 心と時間の ゆとりから 

          高齢者 模範を示そう 交通マナー 

                運 動 の 重 点  

    1 こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

    2 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶 
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    3 自転車等のヘルメット着用と交通ルール尊守の徹底 

    4 二輪車の交通事故防止 

 

8. 令和5年度 組合主催支部対抗交通安全コンクール実施について（別紙） 

支部対抗の交通安全コンクールの開催を提案致します。  

期間 令和5年9月1日～令和5年10月31日 

順位 組合交通安全コンクール実施要綱による 

理事会にて令和5年度より褒賞金は廃止となります(定款規約集41ページ差替えお願いします) 

今年も各支部の交通安全コンクールの好成績をご期待申し上げます。 

 

9. 環境省の補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー))について 

  補助金対象事業者： タクシー事業者(個人タクシー事業者含む) 

  申請対象自動車 ： 電気(EV)タクシー・プラグインハイブリットタクシー・燃料電池タクシー 

  補助金額    ： 車両本体価格の(電気(EV))1/4  (プラグインHB)1/5 (燃料電池)1/3 

  申請受付期間  ： 令和5年6月27日～令和6年1月31日  (電子申請)8月末に開始予定) 

 

10. 組合員皆様へのお願いです 

  新車の入替やその他、車の入替を検討されている方は、ぜひ組合にお知らせ下さい。 

中古の車を捜している方がいらっしゃいますので、お願い致します。 

 

11. インボイス制度に対応する為のチケット換金の換金明細書の変更について（別紙） 

  令和5年10月1日よりインボイス制度開始につき、組合で発行しているチケット換金明細書を変更致

します。又、チケット換金明細書は換金日にその都度発行していますが、10月以降は月末締め、翌

営業日に組合員ファイルに入れる予定です。見本を別紙で添付致します。 

 

12. インボイス制度のレシートや領収書について 

  令和5年10月1日(日)よりインボイス制度が始まります。インボイスに登録されている方は、Ｔ

から始まる13桁の数字をレシートに記入出来る様に、料金メーターを各社で改造して下さい。手

書きの領収証はゴム印を用意して下さい。 

  ゴム印 (組合総務にて受付)  1,000円位 

改造費 

  三和矢崎・横浜矢崎      3,500円(税別)    オートデンキ  5,000円(税別) 

  ニシベ計器・後藤メーター   6,000円(税別) 

 

13. メール機能利用による一斉同報発信の実施報告 

緊急連絡又は組合情報をメール機能を利用した一斉同報発信により実施しています。 

携帯電話のメール機能を各携帯電話会社と契約済みの携帯電話をお持ちの方は、下記の専用メール   

アドレスに氏名を入力のうえ送信すると登録されます。 

国土交通省からの要請もあり、当組合の登録率90%以上を目標といたします。よろしくご協力をお

願いいたします。 

kkk@kanagawakojintaxi.jp 
なお、下図の送信メールアドレスのＱＲコードもご利用下さい。 

※ ＱＲコードはカメラ機能のある携帯電話で読み取りが出来ます。 
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※ 携帯電話のメール機能は各携帯電話会社との契約が必要となります。 

 

共済事業部報告 

1. 7月度事故報告 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. 令和5年7月中発生の事故の傾向と対策について 
 ・人の動きが活発になるにつれ、明らかに事故が増えております。普通では考えられない動きを不   

意にして来るドライバーも目にしつつあるので、皆さんも気持ちにゆとりをもって安全にお過ご  
しください。車両保険、労災、弁護士費用特約、交通傷害保険、所得補償保険に加入している 
と、なお安心です。 

 ・事故にならずヒヤリとしたことはありませんか？もし事故になった場合の流れなど、いつでも 
渉外係へご相談下さい。 

 
3. 令和5年9月度ＬＰＧ販売価格について 

掛売111円1銭(101円＋消費税10.1円) 1円値上がりしました。 

 

4. 健康診断受診結果について 

令和5年8月3日(木)・4日(金)9:00～15:30 ※ 診断結果は病院から直接各人宛郵送されます 

組合員    職員   その他      合計 

8月 3日(木)   171名   2名    1名     174名 

8月  4日(金)    123名    8名     0名       131名 

合  計      294名   10名    1名       305名     

 

5. 自動車保険継続のお手続きについて 

自動車保険更新日の1か月前までの契約にご協力をお願いいたします。（組合の手数料収入の維持に   

つながります。） 

電話で契約更新の確認をさせていただき、保険料のお支払については現金一括（保険更新日までに 

お支払いください）または組合の親睦会制度を利用しての立替払い（10回分割・一括より選べます） 

となります。 よろしくお願い申し上げます。 

 

 

  加 害 被 害 自過失 双 方 当 逃 合 計 人 身 

（ ）内の数字は人身 

本年当月発生件数 

(1) 

1 

(1) 

6 

 

7 

 

3 

 

1 

 

18 

 

2 

（ ）内の数字は人身 

前年同月発生件数 

(2) 

6 

 

1 

 

6 

(1) 

2 

(1) 

2 

 

17 

 

4 

前年度と比較 -5   +5 +1 +1    -1 +1 -2 
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6. 自賠責保険の加入について 

営業車の自賠責保険につきまして、是非組合で加入してくださるよう ご協力をお願いいたします

（解約・車両譲渡時なども組合でお手続きが可能です）。継続車検時の保険料は32,960 円（現金の  

み取扱）となります。車検証・現在の自賠責証明書を確認致しますので必ず持参していただき、車 

検日までにご加入ください。なお、窓口にいらっしゃることが難しい場合は 保険係にお電話いただ 

ければご相談に応じます。よろしくお願いいたします。 

 

7. 自家用バイク等自賠責保険のステッカー（標章)交付について 

自家用バイク等の自賠責保険を組合で加入していただく場合、ステッカー（標章）の当日交付がで 

きません。必要な方は1週間程度前にご連絡いただければ、保険会社より取り寄せておくことが可 

能です。余裕を持ってお問い合わせください。よろしくお願いします。 

 

8. グループ生命保険（旧団体生命） 配当金のお知らせについて 

2022年度（2022年7月1日～2023年6月30日）グループ生命の配当金は、下表の通りです。 

死亡・高度障害保険金 配当金 

1,000万円 27,912円 

800万円 22,456円 

500万円 14,271円 

300万円 8,562円 

対象者には8月21日(月) りそな銀行 磯子支店 普通預金口座へ振り込みいたしました。 

（組合員ファイルに通知をお入れしました）。 

 

外部報告 

1. 一般社団法人  全国個人タクシー協会    

        第11回定時総会  

  日 時    令和5年7月27日（木） 14：00～ 

   場 所    個人タクシー協会 

 

2.  関東運輸局  神奈川陸運支局 

        支局長表彰 

 日 時    令和5年9月5日 (火)  14：00～ 

 場 所    神奈川県トラック協会 

 

3.  全国個人タクシー事業者連合会 

        臨時正副会長会議 WEB会議 

 日 時    令和5年9月5日（㈫）  16：00～ 

 場 所    神奈川個人タクシー協同組合 

 

4.   神奈川県個人タクシー協会・連合会 

          正副会長会議 

   日 時    令和5年9月6日（水）  14：00～ 

   場 所    県協会 
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5. (一社)全国個人タクシー協会表彰について 

   令和5年7月27日開催の第11回定時総会において、協会表彰が決まりました。 

マスター功労表彰当組合受賞は以下の25名です。敬称は略させて頂きます。 

秋山 高一・秋山 輝夫・安齋 篤・池田 耕一郎・大森 正和・大森 保治・岡 和博・沖本 晴彦 

北川 正仁・佐藤 邦彦・塩見 修一・鈴木 均・須藤 隆春・高橋 史・高橋 務・高原 孝雄 

長島 達也・永田 長盛・橋本 康隆・廣瀬 義弘・福家 壮一郎・保坂 良一・細野 賢治・山本 正根 

吉本 英司 

マスター功労者は組合の誇りです。組合に表彰状が届いていますので組合でお受け取り下さい。 

いつも安全運転で良質な接客にご協力ありがとうございます。 

 

6.  事業用自動車総合安全プラン2025事故削減目標、関東支部安全対策推進会議について（チラシ） 

乗客の死者数0件   死亡事故0件    人身事故発生320件以下 (神奈川 59件以内) 

  プロドライバーだからこそ 

  1．健康起因による事故防止 ・健康管理の徹底 ・運転中、体に異変を感じたらまずは、停車！ 

  2．交差点での事故削減   ・右左折時横断歩道の手前で一時停止 

                ・泥酔 路上横臥に注意（ハイビームの活用） 

  3．あってはならない悪質違反・飲酒・酒気帯び運転(アルコールチェックの徹底) 

                ・救護義務違反 

 

無線営業部報告 

1. 7月度配車状況 

受注数      配車数      不能数     配車率 

  本 年 度        3,826件   2,369件   1,457件      61.9％ 

  昨 年 度     3,364件   2,364件   1,000件     70.3％ 

増 減 数      462件       5件     457件  

  ＧＯ配車数       5,957件 

 

2. 7月度新規契約状況          1件  

契約者名称   エフエムヨコハマ音楽出版㈱ 

住    所   横浜市中区本町６-５２  本町アンバービル５F 

電 話 番 号      045-663-1550 

お客様コード      0517-002 

チケット番号      

チケット色      イエロー 

摘   要   上記のチケットは2023年7月31日付を以って、新規契約いたしましたの 

でご通知致します。           神奈川個人タクシー協同組合 

 

3． 7月度チケット無効報告     1件 

契約者名称   東亜電設工業 株式会社 

住    所   横浜市南区宿町2-40 大和ビル 

電 話 番 号      045-713-1332 

お客様コード      9 

チケット番号     全て 

チケット色       
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摘   要   上記のチケットは2023年7月31日付を以って、解約いたしましたので御 

利用無効をご通知致します。       横須賀個人タクシー協同組合 

 

4. 無線オペレーターより 

組合員の皆様には、無線配車にご協力を頂き有難うございます。無線室への私用のお電話は、お控

え下さい。 

 

5. 無線室からの注意事項 

  ○1磯子・本牧方面の無線配車が不能になる場合が増えています。無線車輌の方はご協力を宜しくお

願い致します。 

   ○2忘れ物のお合わせが増えております、お客様が降車の際、確認をお願い致します。 

③無線配車を受けた移動局は、モニター・データのお客様氏名を確認してからお乗せ下さい。 

  ○4実車中、お客様の車内事故防止の為、急発進・急ハンドルに注意して運転して下さい。 

   ○5ドアーの開閉に注意して下さい。お客様の乗車・降車を確認してから行って下さい。 

 

6. 苦情に関する件について 

  お客様に対する接客は、優しく丁寧な言葉遣いお願いします。お客様が組合・タクシーセンター 

・陸運支局に苦情が入り大変な結果になる事があります。今月乗車拒否の事案もタクシーセンター 

から入ってきておりますので、組合員の皆様には優しい接客並びに十分注意して稼働を宜しくお願 

い致します。お客様ご要望カードで接客不良・忘れ物の注意がなく経路の確認もない、その他でも 

評価がよくありません注意をお願い致します。 

 

7. 運行拒否の事案が有りました 

  六角橋商店街の運行拒否が有り、六角橋商店街への進入につきまして、「入ったら大通りに出にく

いから入りたくない」「入りたくないからここで降りて」等、運行継続の拒否をされるという苦情

が寄せられております。運送引受義務違反にあたる可能性がありますので、事業者の皆様はご注意

をお願い致します。 

 

8. 運送引受義務違反(乗車拒否)について 

  令和5年8月5日(土)大船駅―藤沢駅間の事故の影響で各駅タクシー乗り場に大勢のお客様がタク  

シーに乗る為に並んでいました。中には、早くタクシーに乗りたいため、タクシー乗り場から少し 

離れた場所で空車のタクシーを拾う人がいました。タクシー乗り場のお客様を優先する為に乗り場 

以外のお客様に対して、乗車拒否をすることは出来ません。唯一、タクシー乗り場が目視出来る所 

では、タクシー乗り場に並んでいるお客様が優先となりますので、お客様に説明して下さい。尚、 

回送での入構は違反となります。 

 

9. ＧＯを取り付けている方へ、乗務員端末(スマートホンタイプ)の操作機について 

  バッテリー内臓式の乗務員端末(スマートホンタイプ)は、夏場の日中、車内に置いておくと、内臓 

のバッテリーが高温で膨張し機能しなくなります。車から降りる時は、端末を外して家にお持ち帰 

り下さい。 

 

10. 無線心得の変更について（別紙） 

  2ページー 16 ① ・ 5ページー 18 ② ・ 6ページー 33 が変更になりました。定款規約の差し

替えをお願い致します。 
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11. 7月度地区別・時間別データは別紙にてご参照下さい（別紙） 

 

財政部報告 

1. 7月分までの賦課金等未納状況  

8月24日(木)14：00時現在 

未納者    41名          4,103,721 円 

 

2. 未納者への督促及び対策について     

(4ヶ月) (南) 池田耕一朗  (中) 松井昭彦 

(3ヶ月) (南) 有馬順一   (南) 四家雄司     

3ヶ月以上の滞納者に対し、督促の通知を行っております。                                                                                                                                                                                                                                                                            

※ 未納計上猶予及び清算確定している金額 

譲渡者・・1名 廃業者・・8名 病気・ケガ・・2名 合計 11名 1,547,670 円   

 

3. 令和5年7月度 換金チケット枚数・換金額 

        チケット枚数 換金額 １枚当たり｢参考」 

R.5年7月分換金額 7,406 枚 41,848,769 円 5,650 円 

R.4年7月分換金額 7,323 枚 42,346,509 円 5,782 円 

増 減 額 ＋83 枚 －497,740 円   －132 円 

 

4. 令和4年7月度 神奈川個人組合員換金チケット枚数・換金額 

 チケット枚数 換金額  １枚当たり｢参考」    

R.5年7月分換金額 6,154 枚 29,863,009 円 4,852 円 

R.4年7月分換金額 5,999 枚 30,493,659 円 5,083 円 

増 減 額 ＋155 枚 －630,650 円 －231 円 

 

5. 令和5年7月度 カード会社チケット換金実績 

7月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 1,614 枚 10,752,659 円    6,662 円 

クレピコ  (4台) 266 件  749,700 円 2,818 円 

B M T     (321台) 11,884 件  32,505,566 円  2,735 円 

 タイムズペイ(43台) 1,378 件  3,652,995 円     2,650 円 

Pay Pay   (314台)  771 件 1,329,270 円  1,724 円 

GO Pay    (100台)  3,544 件  7,193,800 円   2,029 円 

 

6.  令和4年7月度 カード会社チケット換金実績 

7月度   件(枚)数 金 額 １枚当たり｢参考」    

カード会社チケット 1,170 枚        7,718,059 円    6,596 円 

クレピコ    (6台) 185 件        891,020 円    4,816 円 

B M T     (309台) 8,164 件        22,818,990 円   2,759 円 

 タイムズペイ(65台) 2,248 件        6,470,654 円     2,878 円 

 Pay Pay   (340台)   720 件        1,203,680 円    1,671 円 

GO Pay     (73台)        2,507 件        5,170,990 円    2,062 円 
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7. 令和5年7月度神奈川個人発行チケット処理（参考資料） 

神奈川個人（窓口）   3,705 枚 11,419,860 円 3,082 円 

横浜個人 849 枚 7,575,060 円 8,922 円 

川崎個人 13 枚 193,410 円 14,877 円 

川崎第一個人 14 枚 155,770 円        11,126 円 

横須賀個人  3 枚 30,040 円 10,013 円 

浜恊個人 208 枚 1,544,770 円 7,426 円 

県央個人 13 枚 204,940 円 15,764 円 

東京個人  140 枚 2,186,220 円 15,615 円 

その他 12 枚 95,550 円 7,962 円 

 合   計   4,957 枚 23,405,620 円       4,721 円 

                                            

8. 親睦会特別報奨金の支払い及び廃業慰労金、譲渡支援金の徴収について 

7月 廃業者 

支部  氏 名    
在籍年数 

特別褒賞金 廃業慰労金 計 
年 月 

西 齊藤 登 24 2 70,000円 534,674円 604,674円 

北 勝沢 亨 19 5 50,000円 437,192円 487,192円 

中 谷 博行 18 5 50,000円 437,192円 487,192円 

東 新実 秀雄 16 1 50,000円 437,192円 487,192円 

中 畑中 敏尊 22 2 70,000円 534,674円 604,674円 

中 石﨑 久 18 5 50,000円 437,192円 487,192円 

  合 計   340,000円 2,818,116円 3,158,116円 

※7月分の廃業慰労金の徴収額は6,678円となり、9月に請求致します。 

 

9. 全個協会費改定について 

  全個協の会費は、現行 ： 500円 ⇒ 改定後 ： 700円 に上がります。 

  令和 5年11月分からとなりますので、12月分の組合費から引き落としとなります。 

 

10. 帳簿係よりお願い 

①  8月に個人事業税を納付された方、車庫所有者の方で固定資産税の1期分をまだ計上されていな

い方は、収支明細表の［7722 租税公課］欄に記入して下さい。     

②  運転日報集計表の提出期限は、翌月組合稼働3日目までです。諸事情により遅れる場合はご連絡 

下さい。また、1週間以上休業された方は、必ず休業理由をご記入下さい。 

 ③ 確定申告の青色申告特別控除(65万円)を受ける為には普通預金の月末残高が必要です。毎月必ず

収支明細表の左下欄に記入をして下さい。(チケット換金分が入金される普通預金残高のみ) 

 

 

 


